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おはようございます。 

本日､令和８年３月定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては､ご多用にもかかわりませず

ご参会いただき、誠にありがとうございます｡ 

　また平素は、市政の各般にわたりご指導 ､ご尽力を　

賜っておりますことに対しまして、心から厚くお礼を申

し上げます。 

はじめに、１２月定例会以降における重要事案への取

組状況等について、ご報告申し上げます。 

最初に、市民の心豊かな暮らしと安全安心に資する２

つの新たな自治体連携についてであります。 

　１つ目に、去る１月１６日、和歌山県高野町において

「歴史友好都市提携協定」を締結しました。私は、この

度の協定締結により、幾多の先人が築き上げた貴重な文

化遺産を後世に伝えるとともに、文化・観光などの交流

を推進し、両市町の限りない発展と地域住民の心豊かな

暮らしを実現したいと考えております。 

　調印式当日、高野町の平野町長との「協定締結記念植

樹」を行ったのち、早速年間７万人を超える観光客が訪
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れる「高野山観光情報センター」において、居合わせた

関東方面をはじめ全国各地からのお客様方に阿南市の

ＰＲをするとともに、当センターに阿南市の観光パンフ

レットを設置するなどのトップセールスをさせていた

だいたところであります。 

　また、来月２０日には、交流事業の第一弾として、高

野町の文化財担当職員を本市にお招きし、世界遺産をテ

ーマとした記念講演会を開催する運びとなりました。 

　２つ目として、今月２日に、北海道苫小牧市において、

「災害時の相互応援に関する協定」を締結しました。こ

の協定は、同時被災の可能性が極めて低いという利点を

生かし、両市のいずれかで大規模災害により被害が発生

した場合、職員派遣や物資提供などの応援を迅速かつ円

滑に行うための枠組みを定めたものです。 

　締結式では、苫小牧市の金澤市長ほか関係する職員さ

んと親しく意見交換をさせていただいたことで、顔の見

える関係性が構築できたものと思っております。 

　今後まずは、平時において、危機管理に関する知見を

学び合い、有事に備えた連絡・受援体制の確認を進め、



3 

地域防災力の向上を図ってまいります。 

　次に、表原前市長時代の令和２年度から令和４年度に

かけて行われた９１．３億円に上る基金の債券購入につ

いては、本年１月末現在で評価損が３１．６億円に達し

しています。この由々しき事態を二度と生じさせないた

め、本市においては昨年６月の第三者調査委員会答申を

踏まえ、翌７月に「答申対応チーム」を設置し、「ガバ

ナンス強化」と「再発防止」に向けて、具体的な対策を

鋭意検討してまいりました。 

この度、「基金運用のガバナンス」、「担当者および関

係者の人材育成」、「市民への説明責任」、「今後の財政運

営の在り方」などについて、今後の「市全体における対

応策」を取りまとめましたので、本日市ホームページで

公開するとともに、「広報あなん」４月号にも掲載し、

市民の皆さまへ幅広くお知らせしてまいります。 

次に、「道の駅公方の郷なかがわ」の改修工事につい

てであります。 

当施設の改修工事は、阿南市民間提案制度に基づき、

東とくしま農業協同組合が実施する農産物直売所「とれ
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とれ市公方」の増築工事とあわせて、本市の物産館等の

改修工事を実施し、施設全体の魅力向上を図るものでご

ざいます。 

本市が実施する工事は、現在、物産館の外壁塗装や内

装の改修、案内看板の整備等を進めているところであり

ます。 

また、東とくしま農業協同組合による農産物直売所の

増築工事では、鮮魚コーナー等の売り場面積の拡充や作

業効率の向上と品質管理の強化を目的としたバックヤ

ードの整備などが行われております。 

なお、これらの改修工事は、本年３月中の完成を予定

しており、４月１１日の新装開店に向け、鋭意準備を進

めているところであります。 

本改修事業により、施設をご利用いただく皆さまにと

って、より快適で安心して滞在いただける休憩の場を提

供するとともに、特産品の販売力向上や地域情報の発信

機能を一層強化し、交流人口の拡大と地域経済の活性化

につなげる拠点として、道の駅の更なる魅力向上を図っ

てまいります。 
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次に、阿南光高校野球部の春の甲子園出場についてで

あります。 

阿南光高校の選抜出場は２年ぶりで、前身の新野高校

時代から含めると３度目となり、「野球のまち」を掲げ

る本市にとりまして本当に嬉しいニュースであります。 

選抜出場決定の知らせを受けた当日は、私もグラウン

ドに赴き、選手の皆さんの歓喜に満ちた瞬間に立ち会う

ことができ、大きな感動を覚えました。来月６日には組

合せ抽選が行われます。選手の皆さんには、これまで培

ってきた力とチームワークを存分に発揮されることを

期待するとともに、「野球のまち」を掲げる本市として、

しっかりと応援をしてまいりたいと考えております。 

なお、同じく甲子園出場が決定している新潟県新潟市

の日本文理高校が、来月９日から本市において、大会直

前合宿を行います。同校は、平成２６年にも本市で合宿

を行っており、１２年ぶりの阿南合宿となります。合宿

の期間である１３日までを通して、桑野地域振興協議会

や桑野・山口両婦人会の皆さまと連携協力し、選手の皆

さんが練習に集中できる環境づくりをサポートしてまい
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りたいと考えております。 

次に、徳島南部自動車道「小松島南ＩＣ～阿南ＩＣ」

間の開通についてでございます。 

本市にとって初めてのフルＩＣとなる、高速道路の玄

関口「阿南インターチェンジ」が、来月８日、いよいよ

開通を迎えることになりました。市民が長年、待ち望ん

だこの「歴史的瞬間」を、皆さま方とともに分かち合え

ることは、私にとって、この上ない喜びであります。 

この度の開通を迎えるに至ったその背景には、多くの

方々のご尽力とご支援がございました。市議会の皆さま

方をはじめ、地元選出国会議員、国土交通省、地元選出

県議会議員、徳島県などの関係機関、また必要となる土

地をご提供いただいた皆さま、工事に携わった全ての関

係者各位に対し、心から感謝を申し上げます。 

また、地元住民の皆さまにも、工事期間中には多大な

るご理解、ご協力をいただきました。改めて深くお礼申

し上げる次第であります。 

この度の開通は、本市がこれまで継続して行ってまい

りました中央要望活動の成果が現れたものであると考
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えており、「阿南市高規格道路等建設促進期成同盟会」

をはじめ、これまでの要望活動にお力添えをいただいた

全ての方々に対し、重ねて感謝を申し上げます。 

「命の道」「活力の道」であるこの道路が、「地域の絆

を結び、人々の希望をつなぐ存在」となることを願いま

すとともに、今後は「徳島津田ＩＣ」までの早期接続、

また南進する「阿南安芸自動車道」の整備促進に向け、

より一層効果的な要望活動となるよう、あらゆる関係者

と力を合わせ、一丸となって取り組んでまいる所存であ

ります。 

次に、本市はじめ１市４町で構成する「南阿波定住自

立圏」による要望活動につきまして、初めに地域公共交

通に関する国への要望活動についてであります。 

ＪＲをはじめとする地域公共交通は、移動手段を持た

ない高齢者や学生にとって、通院や通学、買物等、生活

維持に欠かせない存在です。一方、交通事業者において

は、運転手不足や物価高騰など経営環境が厳しさを増し

ており、これに伴い、事業の廃止やサービスの縮小によ

り交通空白地の拡大及び移動困難者の増加、観光振興へ
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の影響等が懸念されております。 

こうした地域の切実な実情を国に訴えるべく、去る１

月２２日に、「南阿波定住自立圏」として、初めて、国

及び徳島県選出の国会議員に対し、持続可能な地域公共

交通の確保維持に関する要望活動を行ってまいりまし

た。 

当日、国土交通省においては、佐々木国土交通副大臣

をはじめ、同省の幹部の皆さまに対応いただき、「路線

バスやコミュニティバス等に対する支援の拡充」や「Ｊ

Ｒ四国の沿線自治体が実施する利用促進策に対する支

援」など５項目の要望事項を提出し、各市町における地

域公共交通の現状をご理解いただくとともに、国の動向

等について情報を得るなど有意義な意見交換をさせて

いただいたところです。 

また、今月１８日には、徳島県南部圏域の地域医療の

存続支援に関する要望活動を行ってまいりました。 

当日、厚生労働省においては森光医政局長に、財務省

においては一松主計局次長など各省の幹部の皆さまに

ご対応をいただき、「医師の地域偏在是正と確保対策の
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強化」など３項目の要望事項を提出し、各市町における

医療提供体制の厳しい現状を理解いただくとともに、有

意義な意見交換をさせていただきました。 

翌１９日には、本市出身の仁木博文厚生労働副大臣に

もご対応賜りましたほか、厚生労働省の担当官僚との意

見交換をすることで、阿南医療センターの現状をご理解

いただいたところであります。 

加えて、ＪＡ徳島厚生連及び阿南医療センターの皆さ

まとともに北里大学北里研究所病院の金子病院長と山

田病院長補佐を表敬訪問し、医師の派遣依頼や技術交流、

さらには地域包括ケアなどの様々な分野において、より

一層の連携・ご指導をいただけるよう意見交換をさせて

いただいたところであります。 

今後におきましても、「南阿波定住自立圏」の中心市

の市長として、私が先頭に立って、国等に対し、圏域全

体の移動手段や医療体制の確保に向けた要望活動など

を行ってまいります。 

次に、本市の教育環境の更なる充実に向けた、学校再

編の進捗について申し上げます。 
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　本市では、次代を担う子どもたちに、多様な考えに触

れ、切磋琢磨できる最適な教育環境を整えるべく、令和

６年に策定した「阿南市立小・中学校再編実施計画」に

基づき、関係者の皆さまと真摯に対話を重ねてまいりま

した。 

そしてこの度、加茂谷中学校、及び新野東小学校の各

学校再編検討会におきまして、令和８年度末をもって、

加茂谷中学校は阿南第一中学校と、新野東小学校は新野

小学校と、それぞれ再編することについて合意形成が図

られました。 

　長きにわたり地域コミュニティの中核を担ってきた

学校の再編は、関係する皆さまにとっても苦渋の決断で

あったと強く受け止めています。 

子どもたちの将来を第一に考え、苦渋の選択をいただ

いた学校再編検討会委員並びに地域関係者の皆さまの

深いご理解に、心から感謝を申し上げる次第であります。 

　本市といたしましては、この合意を重く受け止め、本

日、２月２４日には加茂谷地区、２６日には新野地区に

おいて、広く住民の皆さまへ経緯等の説明を行います。 
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今後も、通学路の安全確保や再編後の円滑な学校運営、

教育環境の充実等について、地域の皆さまの声を丁寧に

伺いながら、万全の態勢で取り組んでまいります。 

　次に、国の令和７年度補正予算（第 1 号）によります

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」への対応

についてであります。 

当交付金については、エネルギー・食料品価格等の物

価高騰の影響を受けた生活者等への支援のため、食料品

等の物価高騰に対する支援などの推奨メニューが国か

ら示され、本市においても地域の実情に応じてきめ細や

かに取り組むべく、広く検討を重ね、この度支援策の全

体計画を取りまとめたところです。 

具体的な支援策として、はじめに、阿南市生活応援商

品券事業の実施についてであります。 

本事業は、物価高騰の影響を受ける市民生活の負担を

軽減するとともに、市内消費を喚起し、地域経済の活性

化につなげることを目的として、本年５月１日において

本市の住民基本台帳に登録されている市民の皆さまを

対象に、お一人当たり５，０００円分の商品券を配布い
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たします。 

商品券は、本年７月末までに各世帯主宛てに郵送し、

８月から１０月までの間、市内の取扱店舗で食料品等の

購入や各種サービスにご使用いただけます。 

また、取扱店舗であれば、どの店舗でも使用できる「共

通券」と、本市に本社・本店を置く店舗で使用できる「地

元店舗限定券」を組み合わせることにより、地域内経済

循環にもつながる仕組みとして実施いたしたいと考え

ております。 

当事業については、第１４号議案　令和７年度一般会

計補正予算（第６号）として提案させていただき、市民

の皆さまに速やかに商品券を配布する必要があること

から、先議ということでお取り計らいをいただきますよ

うお願いするものでございます。 

加えて、当交付金を活用したその他の生活支援策とし

て、児童扶養手当受給世帯へ児童 1 人あたり２万円を給

付する事業、防犯カメラ設置事業などを実施いたします。 

また、中小企業に対する支援として、経済変動対策資

金保証料補給金事業を、農業水産業における物価高騰対
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策として、農業水利施設電力高騰対策支援事業、施設園

芸燃料高騰対策支援事業、漁業者燃油高騰対策支援事業

を推進することとし、これら事業費を令和７年度一般会

計補正予算（第７号）及び令和８年度一般会計当初予算

に計上し、提出させていただいております。 

 

　それでは、提案理由の説明に先立ち、「令和８年度一

般会計当初予算（案）」の概要及び主要事業について申

し上げます。 

令和８年度の新年度当初予算編成にあたりまして、現

下の本市を巡る社会状況は、「人口減少」が進行すると

ともに、「南海トラフ巨大地震」の切迫度が一段と増す

など対応すべき喫緊の課題が山積しております。 

また、近年の全国的な「物価、資源・エネルギー価格

の上昇」のもと、本市の事業者においても、人材確保対

策や処遇改善による労務単価の上昇などへの対応が重

要な課題となっております。 

加えて、本市基金における長期債券の保有問題につい

ては、長期金利の上昇に伴い、これら債券の現金化がよ
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り一層困難となっていることにも十分に留意する必要

があります。 

しかしながら、このような難局にありましても各種課

題への対応を怠らず、速やかに、的確な対策を実施して、

市民の皆さまに持続可能な行政サービスを提供してい

くためには「阿南市総合計画 2025▶ 2028」及び「阿南市

新行財政改革推進プラン 2025▶ 2028」の両計画の一体的

推進を、さらに加速することが不可欠であり、そのこと

こそが私の果たすべき大切な役割であると考えており

ます。 

このような認識のもと、本市令和８年度予算におきま

しては、数々の課題、一つひとつに向き合い、市民の皆

さまの幸せをカタチにしていく予算として、一般会計で

３７４億７,０００万円を編成いたしました。 

これは、前年度当初に比べ 1.0％の増となっており、

当初予算の額として昨年に引き続き、過去最高の予算額

となっております。 

なお、この予算における財政調整基金からの繰入金は、 

１０億９,８５０万円としており、当初予算として対前
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年度、６億７,６１０万円の減を図っているとともに、

市債につきましては、新年度予算では、２７億２,６６

０万円で、同様に対前年度７億１,０６０万円の減であ

り、令和８年度末の市債残高見込額につきましては、約

３５１億５，７４０万円となりまして、令和７年度末見

込に比べて、 

約６億６，８４０万円の減とすることで、本市財政の持

続可能性や健全性の向上につなげたところです。 

こうしたことをはじめ新年度予算では、限りある財源

の有効的な活用を通じ、「物価高への対応」、「災害対応

力の向上」、「地域産業の創生」、「子育て支援」、「健康・

福祉の増進」、「歴史文化・スポーツの振興」、「脱炭素の

加速」、「地域の更なる活性化」を強力に展開してまいり

ます。 

これら施策の戦略的実施によりまして、本市の目指す

都市像「輝く個性を育む 自然と調和した産業都市 阿

南」の実現はもとより、本市の更なる魅力向上を図り、

子どもたちをはじめ、より多くの市民の皆さまに”ふる

さと阿南”に対する「愛着」と「誇り」が醸成されます
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よう、全庁を挙げて懸命に取り組んでいく所存でござい

ますので、議員各位におかれましては、変わらぬご指導、

ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

続きまして、当初予算の主要事業について、新たな総

合計画における６つの基本政策の柱に沿って申し上げ

ます。 

最初に１つ目の柱『「災害に強く安全・安心な阿南」

の創生』では、まず、阿南市事前復興計画の策定推進に

ついてであります。 

本市におきましては、昨年３月に県から公表された

「徳島県事前復興計画策定ガイドライン」に沿って、ま

ずは計画素案の策定を進めております。その上で来年度

は市民の意見を反映しながら、計画案に大規模災害発生

時の復興目標や土地利用に関する方針、分野別の目標等

を盛り込み、その後の検討につなげ、２０２８年度まで

に成案にしてまいりたいと考えております。 

加えて、令和７年度の国の補正予算で示されました

「地域未来交付金（地域防災緊急整備型）」を活用し、
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本市の令和７年度補正予算（第７号）と令和８年度当初

予算計上分を一体的に編成したところであり、これらに

より、地域防災力の更なる向上や避難所での生活環境の

改善にしっかりと取り組んでまいります。 

具体的には、平時は車椅子リフターを搭載した福祉車

両として、また、有事にはウォーターレストイレの設置

車として切れ目なく活用が可能な公用車を整備すると

ともに、車椅子対応型の組立式簡易トイレや耐久性に優

れた簡易ベッドを購入します。 

次に、長年の懸案でございました、旧ごみ焼却施設で

ある阿南市クリーンセンターの解体につきまして、先般、　　　 

着実に事業を進めるため、地域の皆さまの声や要望を大

切にしながら、災害対応力の向上をはじめとする跡地活

用の新たな方針について、私の考えを地元協議会にお伝

えしたところであります。 

今後のスケジュールとして、令和８年度には、解体工

事設計業務に着手し、令和９年度からは、解体工事を約

２か年の予定工期として取り組んでまいりたいと考え

ております。 
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次に、避難所となる小・中学校体育館に空調設備を順

次計画的に設置し、児童・生徒の学習環境、一般利用者

の競技環境及び避難所開設時における生活環境の向上

を目指すとともに、施設の長寿命化に加え、空調効率の

向上を目的とした屋根の全面改修を行う、小学校屋内運

動場空調整備及び屋根改修事業を新たに実施いたしま

す。 

このほか、国の緊急防災・減災事業債を活用した「消

防救急デジタル無線装置更新整備事業」は、令和８年度

に指令室、機械室、明神山前進基地局の各無線装置を、

令和９年度以降に各移動局の無線設備を順次更新する

ため予算計上をしております。 

次に、２つ目の柱『「地域産業が伸びゆく阿南」の創

生』では、第一次産業支援策として、まず農業分野にお

きましては、耕作放棄地解消に取り組む意欲的な担い手

に対し、耕作可能な農地へ再生する経費を支援する「耕

作放棄地フル活用事業」のほか「有害鳥獣対策事業（サ

ル用囲い罠設置）」を新たに実施いたします。 

　林業分野では、森林環境譲与税を活用し、科学的根拠
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に基づく森林整備の推進と森林経営管理の高度化を図

り、持続可能な森林管理に取り組む「航空レーザ測量及

び資源解析業務」を実施します。 

加えて、水産分野として、椿泊漁港荷さばき所につき

ましては、市内で水揚げされた水産物を集約する高度衛

生管理型荷さばき所として令和６年より県が建設を進

めてきたものであり、本市も県営事業負担金として拠出

し、関連工事を含め建設開始より２年弱の歳月を経て、

令和８年５月より開業予定と伺っております。 

今後とも、漁業者の所得向上を図るため、県、漁業協

同組合、関係機関と連携して、当該施設を核とした、持

続可能な漁業振興に取り組んでまいります。 

次に、地域に根差し、挑戦を続ける中小企業事業者の

成長を後押しし、地域全体の活力を高めていく「エコノ

ミックガーデニング」の推進についてであります。 

本市は、これまでの商工業振興策を、企業の成長フェ

ーズに応じて展開する体系へと再編し、その中核として、

新たに「阿南市中小企業等振興支援補助金」制度を創設

いたします。 
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本制度は、迅速に活用できる機動性を重視した補助金

により、創業支援や人材確保・育成のほか、経営改善や

販路拡大、事業承継など、中小企業が直面する課題の解

決に向けた取組を支援するものであります。 

さらに、県の「経済変動対策資金」に係る信用保証料

の一部を、借入事業者に代わって本市が補給する制度を

新設し、原材料価格の高騰や景気変動に直面する企業の

資金繰りを重層的に支援し、地域産業の安定と持続的成

長を目指してまいります。 

加えて、少子化時代に人が集まる企業・地域のあり方

を考える「企業支援セミナー」を開催し、若者に選ばれ

る職場環境づくりを促進するとともに、産官学が連携し

て、市内の中学２年生を対象に、地元企業の魅力を伝え

るキャリア教育を推進し、将来の進路において「地元で

働く」という選択肢を育み、人材を育て、地元定着へと

つなげてまいります。 

次に、観光振興業務委託事業につきましては、本市の

魅力向上と効果的な観光ＰＲをすることで地域経済の

好循環につなげるため、一般社団法人阿南市観光協会へ
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新たに観光振興業務を委託し、情報発信や関係機関との

連携強化を図っていくこととしております。 

次に、３つ目の柱『「こどもまんなか笑顔あふれる阿

南」の創生』では、まず、不育症治療費等助成金事業と

して、妊娠するものの流産などを繰り返し､出産に至ら

ない「不育症」について、検査や治療にかかる費用の一

部を助成いたします。 

また、富岡地区における認定こども園整備事業につい

ては、令和１０年４月の開園を見据え、令和８年度当初

予算に施設整備に係る補助金を計上しております。これ

により、保育需要に対応した安定的な受け皿を確保し、

保護者が安心してこどもを預けられる環境の整備を推

進してまいります。 

加えて、令和８年４月から本格実施される「こども誰

でも通園制度」につきまして、未就園児家庭の孤立防止

や育児負担の軽減、こどもの育ちと発達を支える早期支

援の観点から、円滑に事業を開始できるよう必要な予算

を確保し、事業所及び関係機関と連携しながら実施体制

を整備してまいります。 
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さらに、学校給食無償化等事業として、「中学校３年

生給食無償化」、「中学校３年生学校給食費補助金」、「中

学１・２年生物価高騰相当額に対する繰出金」、「小学校

給食無償化」、「幼稚園園児給食費無料繰出金」などに取

り組みます。 

このほか、「阿南西部公園ローラーすべり台整備事業」、

「小中学校コンピュータ機器購入事業」などを新たに予

算計上しております。 

次に、４つ目の柱『「健康でひとに優しい阿南」の創

生』では、まず、個別避難計画作成事業についてであり

ます。 

　昨年９月議会におきまして表明いたしました「個別避

難計画作成モデル事業」につきまして、令和７年４月１

日時点で１９件０．８％でありました個別避難計画の作

成率は、本年２月１日時点で８９０件３５．２％となっ

ております。ご協力賜りました全ての皆さまにこの場を

お借りして心から感謝申し上げます。 

この成果をさらに発展させ、作成された計画がいざと

いう時に確実に機能する「実効性のある計画」として地
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域に浸透させていくため、来たる３月から、新たに「私

のひなん計画作成完了ステッカー」配付キャンペーンを

開始いたします。 

これは、計画を作成された証となるステッカーをご本

人にお渡しし、作成済みの計画書を保管した場所に貼っ

ていただくことで、ご本人の安心感を醸成するとともに、

いざという時に駆け付けた支援者が迷うことなく計画

書を見つけ出し、円滑な避難支援へと繋げるための取り

組みであります。 

次に、ひきこもり対策について、内閣府が令和４年度

に実施した全国調査では、１５歳から６４歳の約２％が

ひきこもり状態にあると推計されており、ひきこもりの

相談が窓口につながっていないことを実感しておりま

す。 

そこで、こうした状況にしっかりと寄り添い、支援の

手が一人でも多くの方に届くまちでありたい、その思い

から、ひきこもり専門の相談窓口の設置、居場所づくり

といった社会参加を見据えた取組を包括的に行う「ひき

こもりサポート事業」を実施いたします。 
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　加えて、聴覚や発話に困難のある人が電話リレーサー

ビスの手話通訳オペレーターを介し、本市に相談できる

「手話リンク」サービスを徳島県内で初めて導入いたし

ます。「手話リンク」サービスを通じて、通常の電話窓

口にストレスなく手話でコンタクトができるようにな

り、誰でも利用しやすい窓口サービスの拡充にもつなが

ります。 

　さらに、新たな施策として、県下８市に先駆けて実施

する「５歳児健診事業」のほか、「ＲＳウイルス感染症

予防接種」、「阿南第一中学校エレベーター設置工事」な

どを実施いたします。 

このほか、県内で初めての取り組みとなる「郵便局へ

のマイナンバーカード事務委託事業」や、予約型のりあ

い交通「あらたのライドシェア」として、新野地区に公

共ライドシェアを本格導入することといたします。 

次に、５つ目の柱『「歴史・文化とスポーツでにぎわう

阿南」の創生』では、まず、第４１回全国足利氏ゆかり

の会総会開催事業でございます。 

当会は、足利氏ゆかりの市町及び関係団体並びに社寺
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等が連携し、足利氏の顕彰とゆかりの地の発展を目的と

した活動を展開しており、毎年各ゆかりの地で総会が行

われております。昨年は栃木県さくら市で総会が行われ、

その場で次年度総会開催地が本市となることが決まりま

した。開催日は１０月２７日となり、翌日は本市の足利

氏ゆかりの地の見学などを計画しております。 

加えて、史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備事業では、園路

整備などの事業を加速させる一方で、若杉山遺跡以外の

本市の貴重な歴史遺産でもあります「津乃峰山北斜面遺

跡」の地形測量及び「舞子島古墳群」の遺構測量を行い、

本市の文化財資源の新たな価値を見出す取組みも進めて

まいります。 

また、野球のまち関連事業として、まず、女子野球交

流試合につきまして、市内の女子選手たちは活躍の場を

求めて県外の高校へ進んだり競技を諦めたりしている

状況でありますことから、「野球のまち」を掲げる本市

として、女子硬式野球に着目し、交流大会や合宿の舞台

を創出することで、競技の魅力を広く発信するとともに、

市内における女子野球の普及・発展と女子硬式野球部創
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設に向けた機運醸成という新たな流れを生み出してま

いりたいと考えております。 

さらに、令和元年から毎年本市で野球合宿を行ってい

る京都大学硬式野球部と連携し、ボードゲームの野球盤

に見立てた「あななんＣｕｐリアル野球盤大会」を開催

します。 

次に、「図書のまち阿南」構想のコンセプトである、

阿南市全域において、市民が、いつでも、誰でも気軽に

集い、図書に親しみ、学び合えるような魅力あふれる新

しいまちづくりの「中核」となる「阿南中央図書館（仮

称）」の建設につきましては、今年度末までに基本設計

を完了させ、諸室の配置や必要な床面積、構造、デザイ

ン等を確定させます。 

その上で、令和８年度に実施設計と市民会館除却設計

を、令和９年度には施工業者を決定するとともに市民会

館の除却工事に着手し、除却後は阿南中央図書館（仮称）

の建設工事を開始する計画としており、新図書館の供用

開始は令和１２年度中を予定しております。 

また、那賀川・羽ノ浦両館の新たな在り方については、
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市民の皆さまの切実な声を反映し、読書テラスカウンタ

ー方式を通じて「蔵書からの貸出」を実現してまいりま

す。 

　同時に、市内の公民館や公共施設におきまして、施設

や人材などの既存ストックを最大限活用しながら、「読

書テラス」のモデルコーナーを設置するほか、小中学校

や地元書店等との連携強化、市民協働の「私設読書テラ

ス」の設置を検討するなど、阿南市全域に「あなん『読

書テラス』ネットワーク」を構築してまいります。 

最後に、６つ目の柱『「地域の個性ときずなが輝く阿

南」の創生』では、まず、「こども会議」の開催につい

てであります。 

令和８年度におきましては、本年度３２年ぶりに開催

した中学生による「こども議会」に引き続き、高校生を

対象とした「こども会議」（仮称）の開催を計画してお

り、柔軟な発想や若い視点を本市施策に取り入れていき

たいと考えております。今後とも年齢に応じた多様な意

見表明の場を積極的に確保し、誰もが市政に参加できる

環境を創出してまいります。 
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また、行政サービスの向上と職員の働き方改革の一環

として、通話内容の聞き間違いや認識の違いなどによる

トラブルを防止するため、庁舎内の電話にあらかじめ通

話録音のアナウンスをした上で音声を記録する「自動通

話録音システム」を導入する予算を計上いたしました。 

このシステムは、近年深刻化している「カスタマー・

ハラスメント」への抑止効果も期待できるところであり、

職員のモチベーション維持や健康管理にも寄与すると

考えております。 

加えて、「公共施設 LED 化等事業」として、本年度の

市立小学校並びに見能林・福井公民館の LED 化事業に引

き続き、市立中学校及び平島こどもセンターほか 11 施

設の LED 化事業に取り組みます。 

本事業により、公民連携による公共施設のエネルギー

効率の改善とともに、初期費用及び運営コストの削減を

図ってまいります。 

さらに、粗大ゴミ収集の新たな取り組みとして、事前

にインターネット等から申込み受付を行い、種類・数量

等を把握したうえで、対象物を特定して収集する「粗大
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ごみ収集受付システム」を新たに構築してまいります。 

このシステムにより、区域外からの持ち込み防止や収

集車の燃料の削減、ひいては　ＣＯ２排出量の削減にも

つながるものと期待されます。令和８年度にシステムの

構築を予定し、令和９年度中に試験運用を行う予定であ

ります。 

このほか、那賀川町複合施設の整備につきましては、

子どもから高齢者まで幅広い世代が交流し、多様な活動

や表現が生まれる場であるとともに、有事の際には地域

の皆さまの安全・安心を支える拠点として機能すること

を目指しております。 

また、これまでの生涯学習機能や支所機能などを集約

し、行政サービスの利便性向上を図るとともに、那賀川

エリアの中心的な役割を担う施設として整備し、ここか

ら、新しい人の流れ、新しい挑戦、新しい地域の力を生

み出していく決意であります。 

今後におきましては、令和８年度中に実施設計を取り

まとめ、令和９年度の工事着手、令和 11 年度中の供用

開始に向け、着実かつ力強く事業を前へ進めてまいりま
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す。市民の皆さまに長く愛され、誇りと希望を感じてい

ただける施設となるよう、全力で取り組んでまいります。 

なお、那賀川社会福祉会館の市民の皆さまへの貸館利

用は、安全確保等の観点から、本年３月末をもって休止

させていただきます。皆さまのご理解とご協力を賜りま

すよう、心よりお願い申し上げます。 

 

続きまして、今議会に提出させていただきました議案

等につきまして、ご説明を申し上げます。 

今回、提出させていただきました案件は、専決処分の

承認案１件、条例案１３件、補正予算案５件、当初予算

案１８件、その他の案件２件の計３９件、及び報告２件

であります。 

まず、専決処分の承認案である、「承認第 1 号　令和

７年度阿南市一般会計補正予算（第５号）に係る専決処

分の承認について」は、令和８年２月８日執行の衆議院

議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を実施する

にあたり、必要な事務経費につきまして、補正する必要

がありましたことから、令和８年１月２３日に専決処分
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をいたしましたので、議会に報告し、承認を求めるもの

であります。 

次に、条例案につきましては、第１号議案が条例の制

定について、第２号議案から第１０号議案が条例の一部

改正について、第１１号議案から第１３号議案が条例の

廃止によるものであります。 

その主なものについてご説明いたします。 

「第１号議案　阿南市危機管理対策基金条例の制定

について」は、今後発生し得る大規模災害を見据え、本

市の実情に応じた防災・減災対策をさらに推進するため

の事業に要する経費に充てるため、県の交付金を原資と

して、新たな基金を創設する必要があることから、条例

を制定しようとするものであります。 

次に「第８号議案　阿南市介護保険条例の一部改正に

ついて」は、令和７年度税制改正による給与所得控除の

最低保障額を引き上げる見直しが行われ、介護保険事業

計画期間（令和６～８年度）中の保険者の責めによらな

い保険料収入の不足を防ぐ観点から、令和８年度に限り、

第１号保険料においては、令和７年度税制改正による給



32 

与所得控除の最低保証額引き上げの影響を遮断し、控除

が従前のものとして保険料を算定する必要があること

から、条例を改正しようとするものであります。 

次に、令和７年度補正予算に係る議案といたしまして

は、「第１５号議案　令和７年度阿南市一般会計補正予

算（第７号）について」は、通常事業費の不足分や不用

額の補正等に加え、国の地域未来交付金（地域防災緊急

整備型）を活用した防災用備品の整備などを行うことと

しており、以下、第１６号議案から第１８号議案までは、

特別会計及び事業会計の補正予算であり、事務事業を執

行するにあたり、必要額の補正を行うものであります。 

次に、第１９号議案から第３６号議案は、令和８年度

当初予算に係る議案であり、第１９号議案の令和８年度

阿南市一般会計予算をはじめ、第２０号議案から第３３

号議案は、１４件の特別会計予算、第３４号議案から第

３６号議案の３件は、公営企業の事業会計予算でありま

して、それぞれ令和８年度の事務事業の執行に必要な予

算計上を行うものであります。 

その他の議案につきましては、第３７号議案及び第３
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８号議案の２件であり、また、報告案件は２件で、報告

第１号は、「訴えの提起に係る専決処分の報告について」

であり、市営住宅の家屋明渡等の請求を訴訟手続きによ

り履行請求することについて、地方自治法の規定に基づ

き専決処分をいたしましたので、議会に報告するもので

あります。 

報告第２号は、「損害賠償（道路事故）の額の決定及

び和解に係る専決処分の報告について」であり、道路事

故２件に関するもので、それぞれ損害賠償の額を決定し、

相手方と和解することについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同

条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

また、任期満了に伴う、固定資産評価審査委員会委員

の選任、及び、人権擁護委員の候補者の推薦につきまし

ては、閉会日に追加提案をさせていただくことといたし

ておりますので、ご了承賜りたいと存じます。 

以上提案いたしました議案等の概要についてご説明

申し上げましたが、今後のご審議を通じまして、ご説明

とともに、ご質問にお答え申し上げたいと存じます。 
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何とぞ十分なご審議を賜り、原案どおりご承認賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明に代える

次第でございます。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。


